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I. はじめに 

ネスレでは、人々のクオリティオブライフを高

め、家族の栄養・健康・ウエルネスを改善できる

よう手助けすることに尽力しています。 

母親の妊娠期から子どもが2歳の誕生日を迎

えるまでの「初めの1000日」は、より健康的で

豊かな未来を形作るまたとない期間であること

を私たちは認識しています。ネスレ社員の家族も

含め、幼児たちの潜在能力を最大限に伸ばすには、

この発達期に適切な栄養、発達を促す刺激、愛情

ある環境を与えることが必要です。 

ネスレ社員とその家族を支援する環境を整え

るため、私たちは「ネスレのマタニティー保護方

針」（以下「本方針」）を策定しています。本方

針は、最低限の基準や規定を会社全体に適用する

もので、母性の保護を強化し、全社員の子育てを

支援します。 

本方針は、国際労働機関（ILO）の母性保護

条約（第183号）で定められた主要原則に基づ

いており、職場における男女平等の推進と母乳

保育の促進を目的とした最も意義のある仕組

みの1つです。具体的には、下記の5つの柱を掲

げています。 

1. 母性保護 

2. 雇用保護と差別の排除  

3. 職場での健康保護 

4. 柔軟な勤務体系 

5. 母乳保育のしやすい職場環境 

マタニティー保護方針 

飲食料品業界で最も先進的なプログラムとな

るよう策定された本方針は、ジェンダーバランス

を改善させるという私たちのコミットメントを

強化するものです。 

世界保健機関（WHO）は、生後6ヵ月になるま

では母乳のみでの保育、それ以降は2歳くらいま

で母乳と並行して適切な栄養補助食品を与える

ことを推奨していますが、本方針はこれを全面的

に支持しています。子どもたちが最も健康的な人

生の一歩を踏み出せるよう尽力している企業と

して、ネスレは母乳保育を選択する従業員への支

援を重視しています。例えば、職場での授乳や授

乳場所に関わるさまざまな障壁を取り除くなど

です。 

家族の健康を促進することに加え、本方針は女

性の離職率の低減、より満足度・生産性の高い労

働力の確保、欠勤の減少、採用の最適化などをサ

ポートします。 

私たちは、家族を大切にする会社となるよう努

めており、公正な機会の提供と多様性のある職場

を目指すこれまでのコミットメントを本方針が

一層後押しすると信じています。 
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II. 最低基準 

ネスレで働くすべての女性は、最低でも下記の

権利を有するものとします（現地の法令に抵触

する場合を除く）。 

1. 母性保護 

a. ネスレで働くすべての女性社員に、産前産後

に最低14週間の有給休暇（所得補填のある

休暇）が与えられます。これには、最低6週

間の産後休暇が含まれます。 

b. 女性社員は産後休暇の後に、最大6ヵ月まで

育児休業を取得できる権利を有します。この

上記1.aに定める最低14週間の有給休暇期間

を超える育児休業については、現地の法令や

取扱いに準じた給付があります。 

c. 上記2つの規定（1.aおよび1.b）は、男性社

員や養父母を含む、新生児の主たる養育者 
1

となるすべての従業員に適用されます。 

2. 雇用保護と差別の排除 

a. 産前産後休暇後、すべての女性社員は同一あ

るいは同等の職務に復帰する権利を有しま

す。 

b. 出産が、採用時を含め雇用差別の理由になる

ことは決してありません。 

 

3. 職場での健康保護 

妊娠中または育児中の女性は、自身やその子ど

もの健康を害するような仕事 
2に就かないもの

とします。 

4. 柔軟な勤務体系 

従業員は、「ネスレにおける柔軟な勤務環境」ガ

イドラインに従って、柔軟な勤務体系（例：ジョ

ブシェアリング、パートタイム勤務など）を選ぶ

ことができます。 

5. 母乳保育のしやすい職場環境 

a. 女性社員は、授乳のために必要となる休憩時

間や時短勤務が認められます。 

b. 授乳中の母親が授乳室を使用できることで、

勤務時間中でも安全でリラックスした環境

で授乳や搾乳ができます。授乳室は、本社お

よび50名を超える女性社員がいる拠点に設

置するものとします。 

1) 「主たる養育者」とは、出生または養子縁組の直後から、

主に子どもの世話をする人を指します。父子家庭などの状況に

より、新生児の育児に際して最も重要な役割を担うのが父親で

ある場合や、養子の場合は養父母も対象となります。 

2) 「健康を害するような仕事」とは、母親、胎児、または乳

児の健康に危険を及ぼす可能性や、成人の生殖機能にとって有

害な物質にさらされる恐れのある仕事を意味します。 
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III. 実施 

本方針の最低基準に未だ達していない職場につ

いては、2018年までにこれらを満たすための、タ

イムラインを含んだロードマップを策定するも

のとします。 

IV. グッドプラクティス 

上記に示した最低基準に加えて、下記のグッドプ

ラクティスは、生後6ヵ月まで母乳のみでの保育

の支援をさらに強化する追加的アクションです。 

• 妊娠または出産の報告を受けた時点で、従業

員に本方針について通知します。 

• 父親の育児休暇：父親の育児休暇は国際条約

に規定されていませんが、ほとんどの国では2

週間 
3以内で設定されています。これに基づき、

父親の有給育児休暇を最低1週間とします。要

望に応じて、さらに1週間の無給休暇が与えら

れます。現地の法令や慣行でより高い基準が

ある場合は、それらを適用します。 

• ネスレの全社員は、ネスレニュートリション

の「スタートヘルシー・ステイヘルシー」ガ

イダンスを通じて授乳中の母親向けのカウン

セリングや支援を受けられます。 

• 子育て支援：従業員に社内保育施設を提供、

または利用可能な保育サービスを紹介します。 

3) OECD家族統計 

(www.oecd.org/social/family/database.htm), 

OECD – 社会政策課 – 雇用労働社会政策局 
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